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身
心
障
害
者
の
福
祉
に
つ
い
て
は
、
最
近
関
心
が
も
た
れ
て
き
て
お
り
、
そ

の
中
で
も
特
に
重
度
の
障
害
者
に
対
す
る
施
策
の
充
実
が
望
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　
福
祉
手
当
制
度
は
、
在
宅
重
度
障
害
者
に
対
す
る
施
策
の
一
環
と
し
て
新
し

く
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す

る
よ
う
な
重
度
の
障
害
者
に
対
し
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
福
祉

の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

　
十
月
一
日
か
ら
、
重
度
障
害
者
を

対
象
と
し
た
福
祉
手
当
の
支
給
制
度

が
始
ま
り
ま
す
。

受
給
資
格
者

▽
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
並
び
に
二

級
の
一
部
（
二
級
の
一
部
は
、
ろ
う

あ
者
の
み
該
当
し
ま
す
。
）

▽
特
別
福
祉
手
当
受
給
者

▽
療
育
手
帳
A
保
持
者
（
知
能
指
数

20

以
下
の
も
の
）

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

▽
障
害
福
祉
年
金
｝
級
受
給
者

▽
ね
た
き
り
老
人

支
給
要
件
は

　
在
宅
の
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度

障
害
の
あ
る
人
。

ω
両
眼
の
視
力
の
和
が
○
・
〇
二
以

下
の
も
の
。

図
両
耳
の
聴
力
が
補
聴
器
を
用
い
て

も
音
声
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な

レ
程
度
の
も
の
。

㈹
両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

有
す
る
も
の
。

働
両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も

の
。㈲

両
下
肢
の
用
を
全
く
廃
し
た
も
の

㈲
両
大
腿
を
二
分
の
一
以
上
失
っ
た

も
の
。

の
体
幹
の
機
能
に
座
っ
て
い
る
こ
と

が
で
き
な
い
程
度
の
障
害
を
有
す
る

も
の
。

⑧
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

身
体
の
機
能
の
障
害
ま
た
は
長
期
に

わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す
る
病
状
が

前
各
号
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ

る
状
態
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
に
著

し
く
支
障
を
き
た
す
程
度
の
も
の
。

⑨
精
神
の
障
害
で
あ
っ
て
、
前
各
号

と
尉
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。

⑯
身
体
の
機
能
の
障
害
も
し
く
は
、
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病
状
ま
た
は
精
神
の
障
害
が
重
復
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
状
態
が
前

各
号
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ
る

も
の
。

　
例
え
ば
、
身
体
障
害
者
手
帳
一
級

お
よ
び
二
級
、
た
だ
し
障
害
の
部
位

に
よ
っ
て
は
一
部
の
入
は
除
か
れ
る
。

　
な
お
、
障
害
福
祉
年
金
、
老
令
福
祉

年
金
を
除
く
他
の
制
度
に
よ
る
廃
疾

年
金
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

所
得
制
限
は

　
本
入
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
、
前

年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
で
あ
る
と

き
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

手
当
額
は

　
月
額
四
千
円
で
、
年
三
回
（
一
月

五
月
九
月
）
に
わ
け
て
支
給
さ
れ
ま

す
。認

定
請
求
受
付

　
該
当
さ
れ
る
方
は
、
次
の
日
程
に

よ
り
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
請
求
に
必
要
な
も
の

〔5）（4）（3）（2）（1）

認定請求受付日程
印
鑑

身
体
障
害
者
手
帳

療
育
手
帳

特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

市
内
金
融
機
関
の
預
金
通
帳

　時　　　間

午前　10i　OO
〃　　　12．00

午后　　l　i30
〃　　　　3．OQ

午前　10iOO
〃　　　12．OO

午后　　1：30
〃　　　　3：00

午前　　10二〇〇

〃　　　12：00

午前　　9二30
午后　　3＝30

場　　 戸斤

越河出張所

斎川出張所

大鷹沢出張所

白川出張所

す也区名

越河
斎川

月　　日

10．13

ノノ

大鷹沢10．14

，II白〃

／』・原出張所

白石市役所
第二会議室

／』、　原

白石・福岡

大　平

10．15

10．16

券

彪

明
る
き
蓼
馨
　

　
　
明
る
い
社
会



児
童
手
当
引
上
げ

　
　
十
月
一
日
か
ら
実
施

　
児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
・
福
祉
手
当
が
十

月
か
ら
、
次
の
よ
う
に
改
正
に
な
り

ま
す
。

　
▽
児
童
手
当

　
月
額
四
千
円
か
ら
五
千
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
児
童
手
当
は
、
十
八
歳
未
満
の
児

童
を
三
入
以
上
養
育
し
て
い
て
、
そ

の
う
ち
一
入
以
上
が
義
務
教
育
終
了

50．10．1
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前
で
あ
れ
ば
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

た
だ
し
、
受
給
者
の
前
年
の
所
得
が

一
定
額
以
上
の
と
き
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

　
▽
児
童
扶
養
手
当

　
児
童
｝
入
の
場
合
は
、
月
額
九
千

八
百
円
か
ら
一
万
五
千
六
百
円
に
、

三
入
の
場
合
は
、
一
万
六
百
円
か
ら

一
万
六
干
四
百
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。
三
入
以
上
は
、
児
童
｝
人
に

二の子達に幸せを

つ
き
四
百
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
、
支
給
対
象
児
童
の
国
籍
要

件
が
撤
廃
さ
れ
ま
し
た
。

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
が
死
亡
ま

た
は
行
方
不
明
、
父
母
の
離
婚
な
ど

の
た
め
に
、
父
母
と
一
緒
に
生
活
で

き
な
い
児
童
の
母
、
ま
た
は
養
育
者

に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
受
給

者
が
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
福
祉

年
金
と
、
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
公

的
年
金
を
受
け
る
二
と
が
で
き
る
と

き
と
か
、
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以

上
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
月
額
一
万
一
千
三
百
円
か
ら
一
万

八
千
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に

対
象
と
な
る
障
害
程
度
が
拡
大
さ
れ
、

新
た
に
国
民
年
金
法
別
表
二
級
に
相

当
す
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
に

も
月
｝
万
二
千
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
支
給
対
象
児
童
の
国
籍
要

件
が
撒
廃
さ
れ
外
国
人
で
も
支
給
さ

れ
ま
す
。

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
家
庭
に

い
る
二
十
歳
未
満
の
重
度
心
身
障
害

児
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
、

障
害
程
度
が
重
度
か
ら
中
度
ま
で
拡

大
さ
れ
る
も
の
で
す
．
、
た
だ
し
、
国

民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
（
障
害

福
祉
年
金
を
除
く
〕
な
ど
廃
疾
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
と
か
、
受
給
者
の
前

年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
と
き
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
福
祉
手
当

　
在
宅
の
障
害
者
で
、
精
神
ま
た
は

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
、
介
護
を
必
要
と

す
る
状
態
に
あ
る
方
に
、
月
額
四
千

円
を
支
給
す
る
制
度
が
新
た
に
設
け

ら
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
特
別
福
祉
手
当
と
し
て
、

重
度
の
精
神
薄
弱
と
重
度
の
身
体
障

害
の
両
方
の
障
害
が
重
複
し
て
い
る

方
が
対
象
と
な
り
、
そ
の
父
、
母
、

養
育
者
に
対
し
三
千
円
支
給
さ
れ
ま

す
が
、
十
月
か
ら
新
設
の
福
祉
手
当

に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

取
扱
い
所
属
課

▼
児
童
手
当
・
…
…
：

▼
児
童
扶
養
手
当
…
－

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
…

▼
福
祉
手
当
…
…
：

羊
し
く
よ

『
言
口
　
　
　
　
　
こ

　
各
種
の
手
当
に
っ
㌧

の
点
は
、

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
．
、

・
・
市
　
民
　
課

瘤
祉
事
務
所

福
祉
事
務
所

・
・
福
祉
事
務
所

て
、
ご
不
審

市
役
所
内
福
祉
事
務
所
に

”
重
度
の
障
害
者
の
生
活
腫

　
身
体
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ
の

思
考
さ
え
も
自
由
に
な
ら
な
い
重
障

者
（
重
症
心
身
障
害
者
）
た
ち
の
生

き
て
い
る
し
る
し
は
、
た
だ
、
声
を

あ
げ
る
こ
と
の
み
で
す
。
こ
の
重
障

者
た
ち
は
、
一
入
対
一
入
の
介
添
え

に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
人
達
が
少
し
で
も
幸
せ
に
な

る
こ
と
を
願
い
つ
つ
。

福
祉
向
上
に

活
躍
し
て
い
る
方
々

▼
保
護
司
会

　
　
　
　
　
代
表
菊
地
　
文
栄

▼
更
生
保
護
婦
人
協
議
会

　
　
　
　
　
代
表
徳
力
　
紀
子

▼
民
生
委
員
協
議
会

　
　
　
　
　
代
表
矢
内
　
幸
次

▼
青
少
年
問
題
協
議
会

　
　
　
　
　
代
表
東
山
　
正
義

▼
母
子
福
祉
会

　
　
　
　
　
代
表
今
野
　
せ
い

▼
身
障
協
会
白
石
支
会

　
　
　
　
　
代
表
和
泉
　
三
郎

▼
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

　
　
　
　
　
代
表
大
場
勘
一
郎

▼
里
親
会

　
　
　
　
　
代
表
八
島
義
吉

▼
視
覚
障
害
者
福
祉
協
会

　
　
　
　
　
　
白
石
支
部

　
　
　
　
　
代
表
遠
藤
　
馬
治

▼
心
身
障
害
者
親
の
会

　
　
　
　
　
代
表
宮
城
　
　
勇

▼
家
庭
児
童
相
談
員

　
　
　
　
　
尾
　
形
　
繁
　
治

　
　
　
　
　
大
　
槻
　
せ
　
っ

▼
生
活
相
談
所
相
談
員

　
　
　
　
（
白
石
地
区
）

　
　
　
　
　
庄
　
司
　
マ
ツ
ヨ

　
　
　
　
　
芳
　
賀
　
静
　
夫

　
　
　
　
　
高
　
橋
　
春
　
治

2


